
実施要領（特殊排水処理施設運転管理、排水水質測定） 

 

１ 業務内容 

  受託者は、この仕様書、別添参考図及び関係法令に基づき、大学から排出される水質の保全、

設備の円滑な運転並びに機能低下の防止を図るため、適正な運転管理及び水質測定を行うもの

とする。 

⑴ 運転管理項目 

区   分 実施回数等 

① ポンプ（芸術学部棟内の中継ポンプを含む）類、攪拌器、コンプ

レッサー、濾過器等の点検及び調整 
1 回／週 

② 薬品注入設備、キレート樹脂塔、活性炭塔の点検調整 1 回／週 

③ PH 計・ORP 計清掃 1 回／週 

④ 排水処理施設内の清掃 1 回／週 

⑤ 反応槽、沈殿槽等のスケール落とし 1 回／週 

⑥ 各種薬品の補充及び濃度調整 
必要な都度 

（運転都度） 

⑦ 芸術学部棟内中継ポンプ槽の清掃 

  （人手による槽内のごみ取り、ポンプの作動確認等含む。） 
必要な都度 

⑧ 活性炭塔、一般キレート樹脂塔、水銀キレート樹脂塔、砂濾過塔

の逆流運転 
必要な都度 

⑨ 脱水機の手動運転（運転時間：約２時間）及びケーキ取り出し 
必要な都度 

（月 1回程度） 

⑩ スクリーン、油水分離槽の清掃 必要な都度 

⑪ 記録計の記録紙、ペンの取替 必要な都度 

⑫ PH 計・ORP 計電極（いずれもトーケミ製、浸漬型電極）交換調整 必要な都度 

⑬ PH 計校正 1 回／月 

⑭ ORP計校正 1 回／6ケ月 

⑮ 脱水機ろ布の交換 1 回／年 

⑯ 水中ポンプの絶縁の測定 1 回／年 

⑰ 汚泥引抜ポンプの分解清掃 1 回／年 

⑱ 総合点検（各盤内機器点検、パネル機器点検、ろ過塔ストレー

ナー清掃等） 
1 回／3ケ月 

 



⑵ 水質測定 

ア 測定方法 

水質測定は、「下水の水質の検定方法に関する省令」（昭和 37 年建設省令・厚生省

令）に基づく方法で行うこと。 

なお、測定値が基準値を超えている場合には、大学の担当者に速やかに連絡をすること。 

イ 測定回数・場所 

  測定に係る回数及び採水場所は、別表のとおりとする。 

ウ 排水基準 

下水道法（昭和 33 年 4 月 24 日法律第 79 号）及び広島市下水道条例（昭和 47 年 10 月

6 日条例第 96 号）に定める「広島市の下水道排除基準」とし、水質測定結果が排水基準

を超えないように運転管理に努めるものとする。 

  エ 水質測定結果の報告 

計量法に基づく計量証明事業者が発行する証明書による報告書を提出すること。 

受託者は、所轄官庁等へ報告が必要な場合は、報告書の作成を行い提出するものとする。

また、指摘事項等がある場合は、その対応をとるものとする。 

なお、所轄官庁等が行う検査等がある場合は、当該検査等に立ち会うこと。 

⑶ 廃棄物の保管等 

当該排水処理施設から発生する廃棄物（脱水汚泥等）の保管は、大学の指定する場所とし、

保管場所から飛散、流出、地下浸透、悪臭発散しないよう必要な措置を講ずること。 

また、廃棄物（脱水汚泥等）の保管数量の報告を適宜、行うこと。 

２ 報告事項等 

公立大学法人広島市立大学委託契約約款第 12 条に定める委託業務実施報告書は週ごとに作

成し、各実施月の業務完了後、翌月 10 日までに月次報告にまとめて提出したものに大学の確

認を受けるものとする。 

３ 費用負担等 

⑴ 委託業務を行うため必要な経費のうち、次に揚げるものは大学の負担とする。 

   ① 濾材等（活性炭塔、一般キレート樹脂塔、水銀キレート樹脂塔、砂濾過塔） 

   ② 本業務に係る修繕に必要な材料等（軽微なものは除く。） 

   ③ 排水処理施設を運転する上で補充する薬品 

   ④ 脱水機ろ布 

⑤ 脱水汚泥に係る保管用ドラム缶及び処分費用 

⑵ 次に揚げるものは受託者の負担とする。 

① 水質測定及び計量証明事業者が発行する証明書に係る費用 

② 消耗品等（油吸着マット、記録計の記録紙・ペン、Ｖベルト、オイル等を含む） 

４ 緊急時における即応体制 

事故等の発生又は点検、測定等により異常個所（不良箇所）を発見した場合は、直ちに大学

の担当者に報告し、被害を最小限にとどめるための必要な措置を速やかにとるとともに、軽微

な場合は、不良箇所を修理し復旧に努めるものとする。 



① ② ③ ④ ⑤

（処理水槽内） （最終取付桝） （最終取付桝） （原水ピット内） （最終取付桝）

カドミウム及びその化合物 １回／月 １回／３か月 １回／３か月 １回／月 １回／３か月

シアン化合物 １回／月 １回／３か月 １回／３か月 １回／月 １回／３か月

鉛及びその化合物 １回／週 １回／３か月 １回／３か月 １回／週 １回／３か月

六価クロム化合物 １回／月 １回／３か月 １回／３か月 １回／月 １回／３か月

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 １回／週 １回／３か月 １回／３か月 １回／週 １回／３か月

クロム及びその化合物 １回／月 １回／３か月 １回／３か月 １回／月 １回／３か月

銅及びその化合物 １回／月 １回／３か月 １回／３か月 １回／月 １回／３か月

亜鉛及びその化合物 １回／月 １回／３か月 １回／３か月 １回／月 １回／３か月

鉄及びその化合物 １回／月 １回／３か月 １回／３か月 １回／月 １回／３か月

四塩化炭素 - - １回／３か月 - １回／３か月

ベンゼン - - １回／３か月 - １回／３か月

ほう素及びその化合物 - - １回／３か月 - １回／３か月

ふっ素及びその化合物 - - １回／３か月 - １回／３か月

アンモニア、アンモニウム化合物、
　　　亜硝酸化合物及び硝酸化合物

- - １回／３か月 - １回／３か月

ＰＨ １回／週 １回／３か月 １回／３か月 １回／週 １回／３か月

　　　（測定場所位置図）

測　　定　　場　　所

測　定　項　目

【別表】
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